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オース トラリアの会計制度改革
- 国際会計基準の導入に対する取 り組み-

浦 崎 直 浩

Ⅰ は じ め に

オース トラリア政府は1997年 9月 8日に会社法経済改革プログラム (CorporateLaw
1

EconomicReformProgram,以下 CLERPと略記する箇所がある)を公表 し一定の条件の

下で1999年 1月 1日をもって国際会計基準を全面的に採用する案を明らかにした (Depart-

mentoftheTreasury1997g)｡また,会計基準の設定機構が大幅に改編され,会社会計に適

用される会計基準の設定はすべてパブリックセクターで行われることが同時に提案された｡

このプログラム導入の背景には,情報通信産業の技術的な発展と結びついた世界的な資本

市場の自由化が企業の性質や業務そして金融システムを根本的に変えてしまったという環境

変化があった (DepartmentoftheTreasury1997h,§2.1)｡世界規模での貿易の自由化や資

本市場の自由化の流れの中でオース トラリア企業の国際競争力を高めるための条件整備を行

うとともに外国企業に対する参入障壁を取 り除くことによって公正で自由な競争環境を作 り

出すことが政府の政策課題として検討されてきたのである｡

会社法経済改革プログラムは,｢自由な市場｣ ･｢投資者保護｣ ･｢情報の透明性｣･｢コ

スト有効性｣･｢規制の中立性と柔軟性｣･｢企業倫理と法の遵守｣という原則 (Department

oftheTreasury1997h,§3)に基づいて作成された次の六つの報告書 (Departmentof血e

Treasury1997a-f)で構成されている｡

① 『会計基準』(報告書第 1号)

② 『資本調達』(報告書第2号)

③ 『取締役の義務とコーポレー トガバナンス』(報告書第3号)

④ 『企業買収』(報告書第4号)

⑤ 『電子商取引』(報告書第5号)

⑥ 『金融市場と投資商品』(報告書第6号)

これらの報告書を通じてオース トラリア政府が目指 していることは,市場の効率性および

完全性ならびに投資家に対する信頼性を高めることによって雇用の促進など重要な経済的結

果をもたらす企業活動や市場活動を活性化すること (DepartmentoftheTreasury1997

f,§1)であり,会計基準が報告書の第 1号として位置づけられていることからもこのプログ
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ラムにおける会計基準の重要性を物語っているといえる｡

本稿は,報告書第 1号 『会計基準』を取 り上げ,オース トラリアの合計制度改革 (会計基

準設定機構の改編)を管見 し,国際会計基準導入の1つのモデル としてその特徴を明らかに

することを主たる課題 とするものである｡

ⅠⅠ 会計基準設定主体の変遷

オース トラリアにおける企業のディスクロージャー規制の歴史は､基準策定という観点か

らみるならば会計プロフェッションによる自主規制の枠組に国家が介入するという対立の構
2

図として説明できる｡

現在,会計基準設定に関与 してきた会計プロフェッションとして二つの大きな会計士協会

がある｡一つは1928年に設立されたオース トラリア勅許会計士協令 (InstituteofChartered

AccountantsinAustralia:ICAA)である｡この協会は会計事務所に所属 し監査 ･税務･コン

サルティングなどに従事する会計士を会員とする組織である｡もう一つは1953年に設立され

たオース トラリア実務会計士協会(AustralianSocietyofCertifiedPractisingAccountants:

ASCPA)である｡この協会は企業や政府機関等の組織に雇用され関連業務に従事する会計士

で構成されている (McKinnon1993,p.7;太田 1993,56-57頁)0

1965年にオース トラリア会計研究財団 (AustralianAccountingResearchFoundation:
3

AARF)が上記の両会計士協会によって設立されるまでは､それぞれの協会が会員向けに簡

略的な技術指針を作成 していた (McKinnon1993,p.7)｡AARFの設立後は当財団が活発に

研究活動を行い次々と会計基準を公表 していった｡会計プロフェッションが基準策定プロセ

スを独占的に支配し､華々しく活躍 した時期であった｡それは1983年まで焼いた｡

問題は､基準の権威性と基準策定プロセスの閉鎖性であった｡1970年代の中頃からそれが

大きな社会問題 となった｡さらに､粉飾決算や経営者不正の幾つかの事件を契機 として会計

プロフェッションに対 してだけではなく連邦政府に対 しても規制の不備をつ く批判がマスコ

ミによって大々的になされた (McKinnon1993,p.7)｡

この批判 に応 えて政府が とった行動 は1984年 に会計基準検 閲審議会 (Accounting

StandardsReviewBoard:ASRB;1984-1989)という組織を設立させたことである｡この審

議会は､省庁の下部組織にあたる機関として､二つの職業会計士団体､証券取引所､取締役

協会､株主協会､オース トラリアビジネス協会の代表者で構成されていた｡ASRBの活動は､

基本的に､AARFが作成 した会計基準を検閲しそれを認可することで基準に権威性を付与す

ることを目的としていた (McKinnon1993,pp.8-9)｡

長 く続いた会計プロフェッションによる自主規制は自ずと限界があり､粉飾決算や会計基

準-の準拠性の低さを契機 としてプロフェッショナル ･スタンダーズの権威性が大きな問題
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となった｡結果的には､会計基準-の権威性の付与という点から国家が介入しその指導の下

に基準策定が行われることになったわけである｡

しかし､この体制は短期間で終わってしまった｡その理由は二重の基準策定プロセスが存

在 し､時間とコス トの浪費がその原因となった｡AARFは､基準策定プロセスをオープンに

し､公開草案を公表 して広 く意見を求めそれを基準に反映させるというプロセスを経て基準

を完成させているにもかかわらず､基準の認可を求められた ASR13はその基準について再

度公開草案を公表 し意見を求めるという同一の手続をとった (McKinnon1993,p.9)0

このことは､長く基準策定を行ってきた AARFにとって屈辱であり､ASR13が外貨建取

引の未実現換算利得の処理基準を否認しその変更を求めた時点で､二つの組織の対立は決定

的なものとなった (McKinnon1993,p.9)｡その打開策は､1989年に､二つの組織は存続し

たままで基準策定機能を一本化することで合意し､共同で基準の開発にあたるということで

あった (McKinnon1993,p.10)0

1991年 に連邦会社法 が施行 され ると､ASRB はオース トラ リア会計基準審議会

(AustralianAccountingStandardsBoard:AASB)に組織改編され,AARF の下部組織で

あった会計基準審議会 (AccountingStandardsBoard:AcSB)を吸収 し(太田 1993,64頁),

AARF にはパブリックセクター会計基準審議会 (PublicSectorAccounting Standards

Board:PSASB)のみが残された｡AASBは､省庁から独立した連邦議会に報告義務を有す
4

る審議会となった｡その後現在に至るまでオース トラリアにおける会計基準の設定はAASB
5

とAARF(PSASB)の二つの機関によって合同で行われている｡それが公表されるときはそ

れぞれオース トラリア会計基準審議会 (AASB)シリーズの会計基準 (Parker1997b)とし

て､同時にオース トラリア会計基準 (AAS)シリーズの会計基準 (Parker1997a)として公

表されている｡
6

前者の AASBシリーズの基準は会社法の規制を受ける会社にのみ適用される｡AASB基

準については､連邦会社法の中で当該基準-の準拠が明文をもって規定されるに至り､法的
7

強制力を有するという点でその実効性が一層高まったのである｡後者の AASシリーズの基
8

準の適用は現在は非会社組織に制限されている｡AAS基準は､二つの職業会計士団体の会員

を拘束するが法的権威づけはなされていないというものである｡

以上見てきたように,オーストラリアでは.会計プロフェッションが設定してきた会計基準

への準拠性の低さが政治問題化したため,基準の強制力を高めるという観点から政府が基準

設定に関与するようになり,会計基準-の準拠が法律上明文の規定を持って義務づけられる

ことになったのである｡｢表 1｣は,会計基準設定に関与する機関をパブリックセクターとプ

ライベートセクターという観点 (McKinnon1993,p.2)からまとめたものである｡その中

で,AASB以外で会社の開示面を規制する組織が,オース トラリア証券委員会 (Australian
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〔表 1〕 オーストラリアにおける会計 ･開示規制の関係機関

パブリックセクター プライベートセクター

規制主体 関連法規 規制主体 関連規則

As° 会社法 AARF AAS会計基準*2

*1:会社会計に適用 *2:非会社組織に適用

SecuritiesCommision:As°)お よびオース トラ リア証券取 引所 (AustralianStock

Exchange:ASX)である｡ASCは,会社法の管理機関として会社,合併,有価証券,先物な

どに関する立法に責任を有する弧線であるとともに (McKinnon1993,p.5),会計基準の準9

拠を監視 し絶大な監督権限を有 している｡

ⅠⅠⅠ 会計制度改革の概要

(1) 会計基準設定機構の改編

既述のように株式会凍土会計に適用される会計基準の設定は法制度上パブリックセクターの

連邦大蔵省

オーストラリア会計基準審議会 (AASB)

オーストラリア会計研究財団 (AARF)

理事会 (FBM)

監査基準審議会 (AuSB)

パブリックセクター会計基準審議会 (PSASB)

法制審議会 (LRB)

緊急問題検討委員会 (UIG)

合同常任委員会

会計士協会 (ICAA/ASCPA)

出典 .ICLERP報告書第 1号の付録Bの図を参考に作図したものであるO(DepartmentoftheTreasury
1997a,p.75).

〔図1〕 AASBと AARFの関係図
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AASBが行っているが,基準設定作業は ｢図 1｣に示すようにAARFの強力なバックアッ

プによって実質的に遂行されている｡

しかしながら,すでに述べたように1997年 9月に公表された合ネ土法経済改革プログラム

(CLERP)報告書第1号において,オース トラリアにおける会計基準設定機構の大幅な改編

が提案された｡その概要は,AASBが AARFの PSASBを吸収 し,オース トラリア会計基

準委員会 (AustraliaAccountingStandardsCommittee:AASC)に改組され ASSCが会計

基準の設定 を行い,基準設定プ ロセスを監視するための財務報告審議会 (Financial

ReporitngCouncil:FRC)を新たに設置するというものである｡

AASB は,ASCPA,ICAA,オース トラリア ･ニュージーランド会計学会 (Accounting

AssociationofAustraliaandNewZealand:AAANZ),ASX,オース トラリアビジネス協

令 (BusinessCouncilofAustralia),100社連合会 (Groupof100)の各団体の推薦者の中か

ら大蔵大臣が3年の任期で任命 した非常勤の理事で運営されてきた (Departmentofthe

Treasury1997a,p.29)｡しかし,AARFとの基準設定の共同作業に関与できない利害関係

者もおり,基準の不偏性に問題があるとしてアメリカやイギリスの基準設定機構を参考に制

度の改編がなされようとしている (DepartmentoftheTreasury1997a,pp.30-31 )｡｢図2｣

の新たな基準設定機構が示すように,会計基準設定に関してはそのイニシアチブがプライ
10

ベー トセクターの手から完全に放れたことになる｡今後,AARFは監査基準の設定にその機
ll

能を集約 していくことになる｡

出典 :CLERP報告書第 1号付録Cの図を参考にまとめたものである (DepartmentoftheTreasury1997a,p.77).

〔図2〕会計基準設定機構の改編案

オース トラリア政府がこの制度改革案で意図していることは,基準設定プロセスへ利害関

係者がこれまで以上に関与することを促進することであり,そのためにFRCを設置しFRC

が基準設定プロセスを幅広 く監視 し国際的に承認されうる基準の開発と採用-向けた機運の
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高まりを維持する責任を負っている (DepartmentoftheTreasury1997a,p.35)｡

FRCの議長は大蔵大臣が任命 し,審議会委員は財務諸表の利用者･アナリス ト,財務諸表

の作成者,政府･パブリックセクター,職業会計士協会,ASXおよび ASCの代表者のなか

から大蔵大臣が任命する｡FRCは,会計基準設定プロセスの監視機関であり,AASCの委員

の任命,戦略的活動方針の設定,活動計画および予算の承認,AASCに対する管理面ならび

に技術研究面のサポー トの監視,AASCの内部機構に対する勧告,AASC･UIGの活動成果

のレビューなどを行う (DepartmentoftheTreasury1997a,p.36)0

AASCは,法人格 (powersofbodycorporate)を有する法律上の組織 として設立される｡

AASC の役割は会計基準に準拠 して財務諸表を作成することが義務づけられているプライ

ベー トセクターおよびパブリックセクターの実体のための会計基準を作成し,承認し,公表

することである｡AASCの正確な規模と内部機構については,FRCが IASC基準-の調和化

そして最終的にはその採用という動きに照らして決定することになっている (Department

oftheTreasury1997a,pp.36-37)0

AASCの委員は,個人的な能力,特に会計,財務,ビジネス,または政府に関する経験や

知識に基づいて任命される｡AASC委員は,当委員会の独立性を保証するために特定の関係

機関の代表者として職務を遂行するものではない｡現在の案では,AASCは6名の非常勤の

委員および非常勤の副委員長ならびに常勤の委員長の合計 8名で構成される｡委員長は大蔵

大臣によって任命され,審議会委員はFRCが任命しその任期は3年である (Departmentof

theTreasury1997a,p.37)0

UIGは,緊急の合計問題について迅速に取扱指針を公表するという役割が期待されている

が,UIGの見解はAASCによって公式に承認された後にその効力を発する (Departmentof

theTreasury1997a,p.77)｡UIGの委員長はAASCの委員長が兼務 し,UIG委員はFRCに

よって任命される｡また,AASCとUIGの会議は公開で行われる (DepartmentoftheTrea-

sury1997a,p.37)｡

プロジェクト諮問委員会 (ProjectAdvisoryPanels:PAP)は,AASCが検討する特定の

課題に関する専門家で構成される｡UIGの委員はFRCによって任命され,会計基準設定へ

の利害関係者の関与を促進するために特定の基準の開発の初期の段階からその全体を通じて

専門家の意見を聴取する機関 (soundingboards)としてその役割を果たすことが期待され

ている (DepartmentoftheTreasury1997a,p.37)｡

以上がオース トラリアにおける会計基準設定機構の改編案の概要であるが,この改革案は

大幅な変更もなく承認され立法化される見通しである (注(10)を参照されたい)｡すでに指摘

したように,これまで会計プロフェッションが会計基準の設定の帰結に潜在的影響を及ぼす

優先的な立場にあったことから,特定の利害関係者の影響を排除し基準設定プロセスの信頼



オーストラリアの会計制度改革 39

性を高めることを目的として独立の基準設定機関の設置が必要とされたのである (Depart-

mentoftheTreasury1997a,p.38)｡そのため AASCが独自の研究スタッフを持つことが

提案されているが,会計プロフェッションのサポー トがなければ実質的な事務的作業は不可

能であることから AARFや会計プロフェッションとの共同作業までも否定してはいない

(DepartmentoftheTreasury1997a,p.38)｡

なお,｢表 1｣に示すオーストラリア証券委員会 (As°)は引き続き存続 し,証券発行に関

連 して従来の会社規制を行い,会計基準-の準拠を監視 し必要な場合に指導監督を行うこと

とされている (DepartmentoftheTreasury1997a,p.50)｡また,将来的には各州および特

別地域政府との協議による財務報告法 (FinancialReportingAct)制定の可能性が報告書の

中で示されている (DepartmentoftheTreasury1997a,p.58)｡

(2) 会計基準設定の指針と将来の課題

CLERPの一連の報告書に対するコメントの分析に基づいて作成される会社法改正法案が

1998年中に議会に提出され,これが可決されると具体的に制度改革が進むことになる｡前節

で解説したように AASCが会計基準の設定を行うことになるが,CLERP報告書第1号にお

いてその詳細な手続きについては述べられていない｡

ただし,従来の会計基準設定について1989年オース トラリア証券委員合法の中で会計基準

の目的について明示的な指針が明らかにされていなかった点を顧慮して,報告書において会

計基準の基本的な目的は,投資者,アナリス ト,債権者および実体それ自体が資源配分に関

する事情に精通した意思決定を可能にするような実体に関する財務情報の提供を促進するこ

とであると規定された (DepartmentoftheTreasury1997a,p.13)0

会計基準は情報の送り手にとっては情報作成のフレームワークを提供するものであり情報

の受け手にとっては実体の業績や財政状態を評価するための判断基準となるものである｡企

業実体の真実の財務的成果および財務状態に関する正確で比較可能な情報の提供を可能にす

る会計基準は投資者に対する信頼と市場の完全性を高める｡正確で,透明性の高い,信頼で

きる情報提供が可能になれば市場の効率性が高まり,最終的には市場全体の資本コス トが削

減される (DepartmentoftheTreasury1997a,p.13)0

CLERP報告書はこのような観点から将来的な基準設定にあたり準拠すべき原則的な判断

規準や手続きとして次の3点を挙げている｡

(彰 会計基準設定の指針 (目的適合性,信頼性,中立性,比較可能性)

② コスト･ベネフィット分析 (cost/benefitanalysis)の導入

③ 会社規模別の会計基準の必要性

(彰に掲げられている四つの情報特性は,会計基準に準拠 して作成される会計情報の質を規

定するもので,会計基準の評価に当たっては当面すでに公表されている四つの会計概念ス
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12
チ- トメントに基づいて判断が行使される｡CLERP報告書第 1号において国際会計基準の

採用については提案されているものの IASCの ｢財務諸表の作成 ･表示のフレームワーク｣

(IASC1989)については言及がなく,FRCとAASCが今後 5年から10年をかけて一般目的

財務報告のための概念フレームワークをさらに開発すること謳われている (Departmentof

theTreasury1997a,p.57)｡その作業は,既存の合計概念フレームワークでは測定問題が扱

われていないことから,また,報告書が市場価値会計の採用とリスク会計の導入を提案して

いることから (Departmentof也eTreasury1997a,pp.59-61),測定問題を含めた大幅な改

訂になるものと考えられる｡

次に,他の2点,すなわち ｢コス ト･ベネフィット分析の導入｣と ｢会社規模別会計基準｣

が今後のオース トラリアにおける会計基準の大きな特徴をなすものと考えられる｡CLERP

報告書第 1号によると,会計基準の必要性を確認するために基準の設定プロセスにおいてコ

ス ト･ベネフィット分析を義務づけ,提案されている基準に関する経済的影響評価報告書

(economicimpactstatement)の提出が求められている｡この報告書では基準のメリットに

ついて綿密な調査検討を行い企業活動や経済全体へのその影響の評価が要求されている｡さ

らに,IASCの基準設定プロセスにおけるコスト･ベネフィット分析実施の必要性が指摘され

ている (DepartmentoftheTreasury1997a,p.16-17)｡

会社規模別 (ないし会社形態別)会計基準が必要とされるのは,国際会計基準と調和化さ

れた基準を適用することによりそのメリットを受けるのは上場会社および海外の資本市場で

資金調達をする会社であり,オース トラリア国内のみで企業活動を行っている会社にとって

はかなりのコス ト増となり基準通用の過重負担が問題 となってくるからである (Depart-

mentoftheTreasury1997a,pp.17-18)｡

ⅠⅤ 国際会計基準導入に対する取り組み

オース トラリアは,世界経済における相対的な地位の低さや先進諸国の資本市場と比較 し

た ASX の取引高の低さにも関わらず,IASCの設立当初からその基準設定に積極的に関

わってきた国であり,最近では｢G4+1｣の活動にも深 く関与し企業の国際化とそれに伴う財

務会計上の問題の解決に積極的に取 り組んできている｡

会計基準の国際的な調和化に対する具体的な取 り組みとしては,1994年に AASBが討議

資料 『財務報告の国際的比較可能性へむけて』(AASB1994)を公表 し,1996年4月にAASB

とPSASBが方針報告書第6号 ｢国際的調和化の方針｣(Parker1997a,p.37)を公表 し,令

計基準の国際的調和化の背景,目的,調和化のベネフィットやそれに対する障害,調和化の
13

革帥各などを明らかにした｡

その報告書では会計基準の国際的調和化のベネフィットとして ｢財務報告書の比較可能性
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の改善｣,｢国際的な資本フローの障害の除去｣,｢財務報告コス トの削減｣などが指摘され,

また調和化を妨げる要因として企業環境,法制度,文化政治環境の相違が挙げられている

(Parker1997a,p.39)｡その後,ASX上場会社の寄付に基づ くASX からの財政的支援に

よってによって1996年12月から調和化プログラムが開始された (Parker1997C,p.1/6)｡調

和化の方法として次の三つのアプローチが採られている (Thomson1996,p.3)0

① 現行の IASC 基準に一致させるために現行のオース トラリア基準を改訂する (例え

ば,棚卸資産,減価償却)｡

② オーストラリア基準が取 り扱っていない問題について現行の IASC基準の採用を検

討する (例えば,借入費用)｡

③ 新 しいまたは改訂される IASC基準に一致させるために現行のオース トラリア基準

を改訂するかまたは新 しいオース トラリア基準を設定する (例えば,従業員給付,無形

資産)0

ASX は1998年12月までに調和化の作業を終了するよう求めており,この期限は国際証券
14

監督者機構 (InternationalOrganizationofSecuritiesCommission:IOSCO)が IASC会計

基準を多国間公募 ･上場のための遵守要件として義務づけるかどうかの判断の期限と一致し

ている (Parker1997C,p.2/6)｡いわゆる｢G4+1｣の構成国のうちで自国基準をIASC会計

基準に調和化させるという作業を先んじて行っているのはオース トラリアであり,US･UK･

カナダの3カ国はその成 り行きを注意深 く観察 しているとのことである (Parker1997C,

p.5/6)｡

すでに指摘 したように,上記のような会計基準の調和化の作業 とは別に,CLERP報告書第

1号において調和化後の会計基準設定のあり方について提案がなされている｡報告書では調

和化された現行会計基準は財務報告のための基礎として継続して適用されるが,1999年 1月

1日以降オース トラリアの基準設定機関は IASCが公表する公開草案および基準を自国の

公開草案 ･基準として公表することが望ましいと述べられている (DepartmentoftheTrea-

sury1997a,p.25)｡また,1999年 1月1日以降,オース トラリアの基準設定機関はIASCが

取 り扱っていないトピックについては国内向けの公開草案および基準を公表する必要がある

(DepartmentoftheTreasury1997a,p.26)｡

1999年 1月1日をもって IASC基準を採用するというオース トラリアの移行案の実行可

能性と妥当性を確認するために,FRCは1998年11月30日までに政府に対 して IASCがコア

基準の完成へ向けてどの程度作業を進めたのかについて報告しなければならない｡さらに,

1998年12月31日までに IOSCOがそれらのコア基準を承認する可能性を政府に報告しなけれ

ばならない (DepartmentoftheTreasury1997a,p.26)｡

今後,オース トラリアはIASC基準を採用するといっても,AASCが公表する最終基準は
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オース トラリアの法律に照らして矛盾する点があればそれを調整 した基準となるし,また,

政府が FRCの助言に基づいて IASCの基準 と同一のものを採用することが最善であるとい

えないと判断する場合は IASC基準は通用されないこととなる｡

Ⅴ む す び

本稿は,オース トラリア政府が1997年 9月に公表 した会社法経済改革プログラム報告書第

1号 『会計基準』を取 り上げ,会計基準設定機構の改革の概要を明らかにするとともに,多

国間公募や上場の条件 とされる国際会計基準の導入に対する取 り組みを紹介 した｡

オース トラリアにおける会計基準設定は,設定主体がプライベー トセクターからパブリッ

クセクターへ移行した歴史として跡づけることができる｡もともと会計基準は会計処理に関

する合計プロフェッションの自主的基準として作成されていたために,会計士協会に属さな

い経営者などに対 してその強制力がなかった｡

会計基準の権威性を高めるという目的で基準設定プロセスに政府が関与するようになり,

法的権威性を会計基準に付与することでその実効性を高めるに至った｡今回のオース トラリ

ア政府の合計制度改革案ではその傾向がさらに強まり,プライベー トセクターの AARFは

会計基準設定において主導的役割を演 じることはなくなった (｢図2｣参月召)｡改編される会

計基準設定機構は,｢図2｣に示すように日本型システムに近づいたといえるのではないか｡

会社法経済改革プログラム報告書第 1号における会計基準設定に関する提案の中で大きな

特徴をなす次の4点を指摘することで本稿の結びに代えたい｡

(彰 コス ト･ベネフィット分析の導入

② 規模別会計基準の必要性

③ 市場価値会計 ･リスク会計の導入

④ 国際会計基準の全面的導入

第 1に,コス ト･ベネフィット分析は会計基準が必要であるかどうかを分析するもので,

会計基準設定のプロセスにおいて導入すべき基準が個別企業 レベルでそして市場レベルでど

のような経済的影響を及ぼすのかを綿密な調査に基づ き評価する手続きである｡オース トラ

リア会計基準委員会 (AASC)がこれを実施 し財務報告審議会 (FRC)に対 して基準の経済的

影響をまとめた報告書を提出することが義務づけられている｡

第 2に,規模別会計基準が必要とされるのは,国際会計基準を導入するに当たって多国籍

企業や多国間公募 ･上場を行う会社にとっては国際会計基準を適用するメリットがあるが,

経済活動が国内に限定された未上場会社にとっては会計システムの変更など過重負担になる
15

ことから,規模別 (ないし形態別)会計基準の可能性が指摘されている｡

第 3に,物価変動,金利の変化,為替相場の変動によって資産価値や負債価値が急速に変
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化する状況の中で歴史的原価に基づ く合計情報の有意性が失われ,より透明性の高いリスク

マネジメントを反映 した情報に対するニーズが高まったことから市場価値会計 ･リスク合計

の導入が論 じられている｡

最後に,報告書では1999年 1月 1日から一定の条件の下で国際会計基準を全面的に採用す

ることが提案されている｡前節において説明 したオース トラリアの国際会計基準導入のアプ

ローチは,自国基準残存型調和から自国基準放棄型調和-の移行のアプローチ (徳賀 1997,31

頁)に該当する｡わが国制度合計の枠組おける国際会計基準導入の問題についてはすでに多

くの権威ある提言がなされてお り,またこの点については本稿の範囲を超 えていることから

多言することをしないが,｢規制緩和-市場原理｣の導入が進みつつある状況のなかで国際会

計基準の導入を有意義なものにするためには,オース トラリアの会社法経済改革プログラム

にも見 られるように,証券市場がコントロール機能を十分に発揮するための条件整備を急 ぐ

ことが必要であろう (徳賀 1997,35頁)｡

注

(1) 一定の条件とは,単一セットの国際的に承認された会計基準がアメリカ,イギリス,日本な

ど先進諸国の主要な資本市場で採用されるということである (DepartmentoftheTreasury

1997a,p.24)｡なお,連邦大蔵省が公表した CLERPの一連の報告書は,大蔵省のウェブサイト

(http://www.treasury.gov.au)で入手することができる｡

(2) オーストラリアの合計制度については,太田 (1993),中央監査法人 (1995),倉茂･林 ･桧井

(1996)において詳しく解説されているので参照されたい｡本文の説明は,会計基準の設定に合計

プロフェッションと連邦政府がどのように関わり合ってきたのかについて McKinnon(1993)の

所説に基づいてまとめたものである｡オーストラリア合計制度史概要図 (倉茂･林･於井 1996,60-

61頁)は,オーストラリアの合計規制の発展の歴史を視覚的に理解する上で有用である｡会計基

準の強制力を高めるために国が関与の度合いを強めてきたオース トラリアの行き方と比較 して,

カナダの場合は全く逆でカナダ事業会社法においてカナダ勅許合計協会 (Canadianlnsitituteof

CharteredAccountants)の基準に準拠すべきことが規定されており,プライベー トセクターで

設定される会計基準に法的強制力が付与される｡詳細については向 (1998,364-365頁)を参照され

たい｡

(3) メルボルン大学のバロウズ (Burrows,G.)教授が AARFの設立から今日に至るまでの発

展の歴史を八つの時代に区分して詳細に解説しており,基準設定に対する合計プロフェッション

の役割についても言及されているので参照されたい (Burrows1996)｡AARFでは,現在,理事

会 (FoundationBoardofManagement:FBM)の指揮の下でパブリックセクター会計基準審議

会 (PublicSectorAccountingStandardsBoard:PSASB),監 査 基 準 審議 会 (Auditing

StandardsBoard:AuSB),法制審議会 (LegislationReviewBoard:L良B),緊急問題検討委員

会 (UrgentIssuesGroup:UIG)の四つの下部組織が運営され,それぞれの審議会のプロジェク

トを専門のスタッフがサポートしている｡

(4) AASB の設立は1989年オース トラリア証券委員会法の規定に基づ くものであり,同法セク
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シ ョン226において AASB の役割が次 の ように規定 されている (CCH Australia1997b,

pp.65202-65203)｡

①提案された会計基準の評価を目的とする概念フレームワークを開発すること｡ しかし､会計

基準のような強制力を持たない｡

(診提案された会計基準をレビューすること｡

③可能な会計基準の開発に資金を出しあるいはそれを企画すること｡

④審議会は提案された会計基準を作成するかどうかを決定するために一般から意見を収集する

こと｡

⑤審議会が必要 と考えるときは提案された会計基準の形式及び内容にそのような変更を加える

こと｡

(5) 会計基準設定の具体的な手続きについては,ポリシーステー トメント第 1号｢会計概念ステー

トメントおよび会計基準の開発｣(Parker1997a,pp.1-15;太田 1993,67真)を参照されたい｡基

本的には,｢討議資料･モノグラフの公表 (一般配布)-公開草案の草案の公表 (選別配布)-公

開草案の公表 (一般配布)-意見集約-合計基準案-AASB基準 ･AAS基準｣という流れで基

準が設定されるO会社会計に適用される会計基準がパブ リックセクターの AASBが設定 している

といっても,AASBはAARFから物的 ･人的支援を受けており実質的に合計プロフェッション

が基準設定にかなり関与している｡

(6) 会社法セクション115の規定によると,会社の形態として株式会社 (companylimitedby

shares),保証有限責任会社 (companylimitedbyguarantee),株式保証有限責任会社 (company

limitedbothbysharesandbyguarantee),無限責任会社 (unlimitedcompany)があり,鉱山

業の会社の特例 として無責任会社 (noliabilitycompany)が認められている (CCH Australia

1997a,p.4053)0

(7) 1989年オース トラリア証券委員合法の規定 (セクション224)によりオース トラリア会計基準

審議会 (AASB)が設立され,セクション226の規定により会社会計に適用される会計基準設定の

権限が付与された｡会社の取締役は適用可能な会計基準に準拠 して会社の経営成績および財政状

態の真実かつ公正な写像を提供する財務諸表の作成が義務づけられており (会社法セクション

295･298;CCHAustralia1997a,pp.7853-7854),適用可能な会計基準とは1989年会社法 (Corpo-

rationsAct1989)のセクション32において AASBの設定 した会計基準である旨が明示的に規

定されている (CCHAustralia1997b,p.51154)｡また,財務諸表の作成に当たっては,用語･様

式等を定めた会社法付則 5 (CCHAustralia1997a,pp.38001-38026)に準拠 しなければならな

い ｡

(8) 会計-ンドブック (Parker1997a,p.6)において AAS会計基準は AASB会計基準が適用

されないプライベー トセクターの報告実体に適用する旨の簡単な説明があるが,ASCPAの会計

監査部門のディレクターでこの会計-ンドブックの編集責任者であるパーカー氏 (Parker,C.)

のウェブサイ ト (http://www.gaap.com.au/f5/p5/qa/faq.html)では AASB 会計基準 と

AAS会計基準の相違について明快に解説されているので参照されたい｡

(9) オース トラリア証券委員会のホームページから当委員会の活動や企業の財務情報など有益な

情報が入手できるので参照されたい (http://www.as°.gov.au)0

(10) CLERP報告書第 1号に対するコメントは1997年10月17日で締め切 られており,利害関係者
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とりわけ会計プロフェッションからどのような反応があったのか,そして会計基準設定機構の改

編案に変更はないのかなど大蔵省の関係部局に照会 しているが本稿執筆時点で回答を得ることが

できなかった｡ただし,国際会計基準の導入を見据えた政府のこのような取 り組みに対する合計

プロフェッションからの賛香をSharpe,M.(1998),Spencer,K.(1998),Parker,C.(1997C),

Humphry,R.(1997)が論 じているので参照されたい｡また,ASCPAの会計監査部門のディレク

ターであるパーカー氏からの同様の質問に対する回答によれば,制度改革案にほとんど変更はな

いが,1999年 1月 1日をもって国際会計基準を採用するという点については流動的であるとのこ

とであった.なお,CLERPのポ1)シーフレームワークによると1998年中にCLERPの一連の報

告書に対するコメントを分析 した上で会社法の大幅な改正を含めた包括的な法案を議会に提出す

る旨の説明がある (DepartmentoftheTreasury1997h,§5)0

(ll) 基準設定という観点で AARFに残された審議会は監査基準審議会 (AuSB)であり,会計プ

ロフェッションがそのイニシアチブを発揮できる唯一の領域となった｡ただ,会社規制に対する

オース トラリア政府のアプローチを突き詰めれば,監査基準の設定までも公的機関が行うべきで

あり,公務員資格の会計士が監査を行うという選択肢も考えられる｡CLERP報告書の中では市場

原理と規制のバランスをとる点の重要性を指摘 しており,上記のような点は触れられていない｡

(12) オーストラリアではこれまで四つの会計概念ステー トメント(SACl｢報告実体の定義｣1990,

SAC2｢一般目的財務報告の目的｣1990,SAC3｢財務情報の質的特性｣1990,SAC4｢財務諸表

の要素の定義と認識｣1995)が公表されている(Parker,C.1997a,pp.47-159)｡オース トラリア

の概念ステー トメントは測定の問題を扱っていないことと,CLERP報告書第1号で市場価値会計

の採用とリスク会計の導入が提案されていることから,FRCとAASCによる会計概念ステー ト

メントの見直しは測定の問題を含めた大幅な改訂になるものと考えられる｡

(13) Curran(1996)はオース トラリアの会計基準と IASC会計基準の詳細な比較分析を行って

いるので参照されたい｡

(14) 林 (1997)が国際会計基準の動向とりわけ IASCとIOSCOの関係を詳細にサーベイしてい

るので参照されたいOまた,IASC会計基準のコア基準の完成が1998年 3月を予定していたが金融

商品の時価評価の取扱いを巡って作業が遅延 しいていることを背景にコア基準のとりまとめは

1998年中に行われることとなった (玉川 1998)0

(15) わが国における会社規模別計算規定の可能性について武田隆二教授が ｢会社法計算規定二元

化-の提言｣というテーマで論じているので参照されたい (武田 1984)0
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